
総長選考・監察会議（第４回） 

 

令和４(2022)年９月１６日（金） 

                       １４：００～ 

 

議  題 

１． 総長の賞与に係る職務実績評価について 

（１） 総長による実績評価 自己評価書の説明 

（２） 自己評価書についての意見交換 

（３） 次回に向けた意見交換 

２． 現況の総長の執行状況についての意見交換 

３． 職務実績 自己評価書等の取扱いについて 

 ４. その他 

 

配布資料  

１． 東京大学総長選考・監察会議の運営に関する了解事項（令和４年３月１６日総

長選考会議承認） 

２．総長の賞与に係る職務実績評価の実施について（通知）（令和４年７月１１日） 

 ３－１．総長の賞与に係る職務実績 自己評価書 

 ３－２．エビデンス資料 UTokyo Compass 

４. 総長の賞与に係る職務実績評価スケジュール・イメージ 

５．総長の賞与に係る職務実績の評価について（令和４年３月２４日） 

６．東京大学総長選考・監察会議議長所信表明（議長就任にあたって） 

７．第３回総長選考・監察会議議事要旨（案） 



東京大学総長選考・監察会議の運営に関する了解事項 

（令和 4 年 3 月 16 日総長選考会議承認） 

 

１．議事の記録について 

(1) 東京大学総長選考・監察会議（以下「選考・監察会議」という。）の議事は、書面及

び電磁的音声記録により記録するものとする。書面による記録は、議事要旨及び議事

録とする。 

(2) 議事要旨は、議事の論点及び経過並びに結果及び決議事項を簡潔に記載するものと

する。 

(3) 議事録は、議事の経過と結果・決議事項について、委員の氏名や意見・発言内容な

どを具体的に記載するものとする。 

(4) 議事録は、選考会議が定めるところに従い、委員間の情報共有に用いるほか、委員

の交代に際し、新旧委員間の情報伝達にも活用できるものとする。 

２．議事・配付資料の公開について 

(1)会議の議事要旨、議事録（議長を除き匿名化したもの。以下同じ。）及び配付資料は、

原則として各回の会議終了後に東京大学ホームページの選考・監察会議ページに公開

する。ただし、人事に関する意見交換を行う議事の議事録は非公開とし、それ以外の

議事録及び配付資料についても全部またはその一部を公開することが適当でないと

選考・監察会議が議決したときは、非公開とすることができる。 

(2) 前号ただし書きの規定により議事録及び配付資料を公開しないこととする場合は、

会議の承認を経たうえで、その理由を併せて公表するものとする。 

(3) 選考・監察会議ページには、問い合わせ先を明示し、常時、質問や意見を受け付け

る。 

(4) 電磁的音声記録による記録は公開しない。 

３．保秘事項について 

(1) 委員は、人事に関する意見交換を行う議事については、議事要旨として公表される

内容を除き、議事の内容を保秘するものとする。 

(2) 議長は、人事に関する意見交換を行う議事に際しては、当該議事の開始時と終了時

に保秘について確認するものとする。 

(3) 人事に関する意見交換以外の議事においても、公表に適さない内容が含まれている

と議長または委員が思料した場合は、当該議事の終了時に保秘とするか否かを決定す

るものとする。 

(4) 全ての議事において、議長を除き意見の発言者名は保秘するものとする。 

４．議長の選出方法について 

(1) 議長の選出に総長を関与させてはならない。 

(2) 議長の選出のための委員の互選にあたっては、各委員の略歴等の情報を事前に共有

するものとする。 

(3) 議長の選出のための委員の互選にあたっては、国立大学法人法、規則及び内規に定

める本会議の任務、議長の権限及び次項に定める議長の行動指針を確認するものとす

る。 

(4) 議長の選出のための委員の互選は、委員間で意見交換をした後に単記無記名投票を
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行い、出席委員の過半数の票を得た者を議長とする。 

(5) 前号において、出席委員の過半数の票を得た者がいないときは、得票多数の者２人

（末位の者と得票同数の者があるときは、その者を含める。）について、単記無記名投

票を行う。 

(6) 前号の投票に及んでなお出席委員の過半数の票を得た者がいないときは、得票の多

数を得た者を議長とする。ただし、得票同数のときは、くじで定める。 

(7) 議長の選出のための議事進行は事務局が行い、第 4 号から第 6 号に定める投票によ

る決定方法を予め確認するものとする。 

５．議長の行動指針について 

(1) 議長は、委員としての意見を有しつつも、中立・公正な議事運営を行うことを第一

義的な務めとしなければならない。 

(2) 議長の選出後、議長自身に所信表明を求め、それを公表するものとする。 

６．会議の傍聴及び陪席について 

(1) 人事に関する意見交換が行われる議事を除き、委員選出母体である経営協議会委員

及び教育研究評議会評議員の傍聴を認める。 

(2) 学内構成員に公開することが適切であると会議において事前に決定した議事につ

いては、学内構成員の傍聴を認めることができる。 

(3) 監事のほか、以下の者の陪席を認める。 

ア．総務部長 

イ．人事部長 

ウ．本部法務課長 

エ．本部法務課法規チーム職員 

７．会議における関係規則等の席上配置について 

(1) 会議においては、関係規則等をまとめた冊子を席上に配置するものとする。 

(2) オンライン会議においては共有 URL に関係規則等をまとめた冊子の電子媒体を格納

し、常時参照できるようにする。 

８．経営協議会、教育研究評議会及び学内構成員との関係について 

(1) 経営協議会及び教育研究評議会それぞれと定期的に懇談会を開催し、審議状況の報

告と意見交換を行う。 

(2) 総長選考の仕組み等、重要な決定を行う場合には、学内構成員への意見照会の手続

きを履む等、十分な情報提供及び透明性の確保に努める。 

９．本了解事項に定める事項について疑義が生じたとき、または本了解事項に定めのない

事項について定める必要が生じたときには、選考・監察会議においてその都度決定する

ものとする。 

 



令和４年７月１１日 

 

 

総  長 殿 

 

                   総長選考・監察会議議長 

岩田 喜美枝 

 

 

総長の賞与に係る職務実績評価の実施について（通知） 

 

 総長の賞与額の増減は、東京大学役員給与規則（平成１６年４月１日役員会議

決）第９条第２項及び第３項並びに役員の賞与の支給日及び支給基準（平成２８

年総長裁定）に基づき、総長選考・監察会議による職務実績の評価に基づき行う

こととされ、増減率は、職務実績の評価の対象期間（令和３（２０２１）年度分）

にかかる賞与に反映させるものとされております。 

 総長選考・監察会議では、この総長の職務実績の評価にあたり、総長の賞与に

係る職務実績の評価について(令和４年３月２４日総長選考会議)を定め、中期

計画及び本学として策定する行動計画（UTokyo compass）の進捗度、達成度その

他業務に対する貢献度等を総合的に勘案して行うこととしております。 

 つきましては、職務実績の評価の日程を下記のとおり決定しましたので、通知

します。なお、自己評価資料は、８月３１日迄に提出をお願いいたします。 

 

記 

 

日 時 内 容 

令和４年 

７月上旬 

総長選考・監察会議から、総長へ賞与に係る職務実績評価の

自己評価資料の提出依頼 

８月３１日迄 総長から、総長選考・監察会議への自己評価資料の提出 

９月１６日 総長と総長選考・監察会議の懇談 

総長から、総長選考・監察会議への自己評価資料の説明 

１１月１８日 監事と総長選考・監察会議の懇談 

総長選考・監察会議における総長の職務実績評価の決定 

１１月１８日 総長選考・監察会議から総長へ職務実績評価の結果を経営協

議会に報告 

１１月下旬 総長選考・監察会議から総長へ職務実績評価の結果を通知 

以 上 
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総長の賞与に係る職務実績評価スケジュール・イメージ

総長選考・監察会議経営協議会 総長 監事

・賞与に係る職務実績評価の自己評価書の
提出依頼

・賞与に係る職務実績評価の実施手順について審議・
決定

自己評価資料作成

８月３１日

９月１６日：第４回総長選考・監察会議

・総長と総長選考・監察会議の懇談
（総長から自己評価書に基づく説明）

１１月１８日：第５回総長選考・監察会議

・総長から自己評価書の提出

・監事と総長選考・監察会議の懇談
（監事と総長の業務執行状況について意見交換）

・総長選考・監察会議による総長の職務実績評価の決定

・総長の職務実績評価を経営協議会へ報告

１１月１８日
・経営協議会に報告事項として
付議

１１月１８日

・総長へ職務実績評価の結果を通知

１１月下旬
評価結果受領

７月１１日

６月２１日 ：第２回総長選考・監察会議

※上記スケジュールは、必要に応じて適宜見直しを行う。

資料４

・役員の賞与の支給日及び支給基準
（H28.11.24総長裁定）に基づき決定

：第３回総長選考・監察会議（書面審議）７月１日～７日

令和４年９月１６日更新版



令和４年３月２４日 
総⻑選考会議 

 
総⻑の賞与に係る職務実績の評価について 

 
 東京大学役員給与規則（平成１６年４月１日役員会議決）第９条第２項及び第３項並び
に役員の賞与の支給日及び支給基準（平成２８年総⻑裁定）に基づき、総⻑の賞与の額の
増減に係る職務実績の評価については、下記により取扱うものとする。 
 

記 
 

１ 職務実績の評価方法 
  総⻑選考・監察会議は、職務実績の評価を行うにあたっては、中期計画及び本学とし

て策定する行動計画の進捗度、達成度その他業務に対する貢献度等を総合的に勘案する
ものとし、必要に応じて総⻑及び監事と懇談を行うものとする。 

 
２ 職務実績の評価対象期間及び評価実施時期 
 （１）職務実績の評価対象期間は、前年度 1 年間における実績評価とする。 
 （２）職務実績の評価は、11 月までに行う。 
 
３ 職務実績の評価区分 
  職務実績の評価区分は、次表のとおりとする。   

職務実績の評価区分 （増減率） 
A：計画を著しく上回って進捗している 1.10 
B：計画を上回って進捗している 1.05 
C：計画の達成に向けて順調に進捗している 1.00 
D：計画の達成のためには遅れている 0.95 
E：計画の達成のためには重大な改善事項がある 0.90 

 
４ 職務実績の評価の決定 
  職務実績の評価の決定は、総⻑選考・監察会議委員の合議により行う。 
 
５ 職務実績の評価結果の通知及び報告 
  総⻑選考・監察会議は、職務実績評価の結果について、総⻑に通知し、経営協議会に

報告する。 
 
６ 実施 
  この決定は、令和４年４月１日から実施する。 
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東京⼤学総⻑選考・監察会議議⻑所信表明 
―議⻑就任にあたって― 

 
 私は２０１１年から当⼤学の経営協議会委員（学外委員）を、また、昨年度から総⻑選
考会議委員をさせていただいていますが、本年６⽉８⽇に開催された総⻑選考・監察会議
において議⻑に選出されました。 
 
 総⻑予定者の選定や総⻑の解任の申し出等を⾏う総⻑選考会議は、国⽴⼤学法⼈法の改
正により今年度からその役割が拡⼤し、総⻑の業務執⾏状況の確認も任務に追加され、会
議の名称も総⻑選考・監察会議となりました。 

また、東京⼤学の場合、２０２０年の総⻑選考プロセスの公正性・透明性に問題がある
として、学内外から要望書や質問状が出されたことをきっかけに「総⻑選考会議の組織検
討タスクフォース」（２０２０年度）や「総⻑選考会議の組織検討ワーキンググループ」
（２０２１年度）が設置され、これらの検討結果を受けて、今年度からは会議の構成員の
任期や選出⽅法等が変更になりました。例えば、経営協議会学外委員の中から選ぶ総⻑選
考・監察会議の委員候補者については、総⻑の関与を排除するため、学外委員全員から成
る学外委員候補者推薦委員会が設置され、当委員会において、今般新たに定められた選考
⽅針や選考基準に則り、候補者リストの作成が⾏われました。また、選考理由及び略歴が
初めて公表されました。 

本会議の運営の在り⽅については、前年度の総⻑選考会議が１年かけて検討をした結
果、今年度からは、議⻑の選出⽅法（選挙による委員の互選）、傍聴、議事録の公開、監
事の陪席等についての新しいルールに基づき運営されています。 
 今年度の会議の審議内容ですが、前年度からの「申し送り事項」について検討に着⼿し
たいと思います。具体的には、総⻑選考プロセスにおける検討課題が相当数あげられてい
ますので、２０２６年度に予定されている次期総⻑の選考に向けて、どのようなスケジュ
ールでどのような⼿順で検討するかについて⼯程表を作成することになります。このほ
か、総⻑の業務執⾏状況について総⻑との懇談、監事との懇談等を通じて恒常的に確認を
⾏うこと、また、総⻑の賞与に反映させる職務実績の評価を⾏うことについても、初めて
取り組むこととなります。 
 

上述しましたように、東京⼤学のガバナンスの強化を⽬指して総⻑選考・監察会議も
様々な改⾰に取り組んでいます。議⻑として、中⽴・公正な議事運営と活発な意⾒交換の
ために微⼒ながら最善を尽くしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた
します。 

 
２０２２（令和４）年７⽉１５⽇ 

東京⼤学総⻑選考・監察会議議⻑ 岩⽥喜美枝 
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第３回総長選考・監察会議議事要旨（案） 

 

１．開催日時：令和４年７月１日（金）～７月７日（木） 

 

２．方  法：書面審議による 

 

３．出席委員：岩田、遠藤、国谷、小林、佐藤、鈴木、板東、森田、山本、須田、山内、 

岡部、城山、森、杉山、河村 各委員 

 

４．議題 

１ 総長の賞与に係る職務実績評価について 

２ その他 

 

５．配布資料 

１-１ 総長の賞与に係る職務実績 自己評価書（案） 

１-２ 総長の賞与に係る職務実績評価の実施について（通知） 

１-３ 総長の賞与に係る職務実績評価スケジュール・イメージ 

１-４ 総長の賞与に係る職務実績の評価について（令和４年３月２４日） 

２   第２回総長選考・監察会議議事要旨（案） 

 

６．議事 

１ 総長の賞与に係る職務実績評価について 

議題１に関し、資料１-１から資料１－４に基づき、第２回総長選考・監察会議におけ

る検討を踏まえ、総長の賞与に係る職務実績の自己評価書を資料１-１の通りとすること

について審議を行った結果、委員から異議はなく、原案のとおり了承された。 

２ その他 

 資料２に基づき、第２回総長選考・監察会議の議事要旨案の確認を求めたところ、委 

員から異議はなく、原案のとおり了承された。 

以上 
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